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第3章　桐生の都市再生に向けて─
　　　　「ノコギリ屋根工場」の役割論

1.まちづくり、地域づくりとノコギリ屋根工場

　「まちづくり」という言葉が頻繁に使われ始められるようになったのは、今から20～30年前のことで

ある(田村明『まちづくりの実践』1999)。それは高度経済成長による、スクラップ・アンド・ビルドが進

行しつつあるときでもあった。しかし、この言葉が使用されることになった背景をみると、つぎのことに

気づかされる。まず、伝統的な住環境の破壊がそろそろ意識されだしたのがこの頃であった、という

ことだ。すでに1960年代末から伝統的、歴史的環境が開発や都市化で脅かされつつあり、それに

対して住民がそうした環境を護る動きを始めていた。その結果、1975年には伝統的建造物群保存

地区制度が生まれている。他方、まちをあるいは住環境を形造るには、従来のマスター・プラン中心

の都市計画という視点や手法だけでは不充分であると考えられるようになった。より地域に密着し

た、またその個々の特徴を考えた対応が必要であると認識され始め、それが1980年に地区計画と

いう概念で位置づけられた。

　桐生をみた場合、この都市を特徴づける歴史的な環境や建物は、無論江戸時代にまで遡れる

要素もある。そのなかで、最も現在の桐生を特色づけているもの、また桐生の織物業にとって重要

な建物は明治後期から建てられ使われてきたノコギリ屋根の工場や、明治時代以降に建てられた

洋風建築であるといえよう。数が減ってきているとはいえ、全市では200を越えるノコギリ屋根の建物

が残存している。織物業はもはや桐生の主要産業ではないが、建物のこの数とそれが全市的に拡

がっていることを考えると、さらにいまもなお織物や繊維業に深く結びついて使われている建物もノ

コギリ屋根工場群の約1/4を占めている現況からみて、桐生のまちとしての個性はノコギリ屋根工

場に大きく依存しているのは確かといえる。しかし多くのノコギリ屋根の建物が、当初からの目的で

使われていないことも事実である。その場合、建物の転用や再利用が必要となっているが、それを

容易にできないものとしている原因も、桐生の織物業の特性に依拠していることは、再生、活用が簡

単には進まないことにつながっている。すなわち、小規模で家族経営の形態の多かったノコギリ屋

根工場は、敷地のなかでほかの建物との関係が単純でなく、また再利用をしようとしても工場として

の用途の変更は法規上難しいからである。しかしこうした問題を解決しない限り、再生、活用といっ

てもそれが実現されない。

　地域の個性をいまそして今後に伝えるこの近代化遺産を、これからのまちづくりの資源として活

かす提案は、しかしひとつではない。まず重要なことは、多くの桐生の住民あるいは一般の市民の

なかで、ノコギリ屋根の建物への認識を深めるさまざまなアプローチを試みることであろう。もちろん、

織物工場の場合もあり、またはアトリエなど用途が変わってもよい。あるいは、純粋に遺産として見学

の対象としてもよい。こうでなくてはならない、というのではなく、こういうこともありうるという意識を所

有者に、また広く市民の中に育むことが重要といえる。数が多いことから、また建物群として地域性
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を生みだしていることから、伝統的建造物群保存地区という制度の適用も考えられなくはない。しか

し全市的に拡がるということからは、伝建地区制度といった既存の方法ではカバーできないであろう。

現在の文化財関係の制度からみれば、所有者や市民の建物に対する認識を高める方法として、

登録文化財制度にもとづき、所有者の合意が得られた建物から、国のリストに登録する方法が考

えられる。事実、登録文化財でまちおこしを考えている自治体もある。使用目的や改装などへの制

限の少ないこの制度は、ノコギリ屋根の建物はもちろん、桐生にも新しい方向性を与えると思われる。

またまちづくりという視点からは、昨年制定された景観法はある程度、有効かもしれない。ただし、ま

だ具体的な事例を欠くこの法制度は、少し長い目でみていく必要がある。

　ノコギリ屋根工場が市内各地に分散していることは、地域により利用条件もその状況も異なると

いうことである。広沢町や境野町など周縁部分では、いまも工場として使われている建物が多く、す

でにその界隈を特徴づけており、地域特性を帯びていることでまちづくりに生きているといえる。一

方、中心部などでは、使われているとしても当初の織物関係でないこともあるし、また使われていない

こともある。使用者と所有者の異なることもある。この場合、建物が使い続けられるとともに、その建

物がどのような歴史を担ってきたか、理解できるための調査や資料作りが今後とも続けられていくこ

とが重要で、そうすることでノコギリ屋根工場に対する市民の認識も深まるからである。

　基本的には所有者や使用者、すなわち居住者にとって使いやすく住みやすい建物としていく検

討を加えるべきだと思われる。まちづくりとは、居住環境をよりよくすることにほかならない。したがっ

て、桐生の場合、ノコギリ屋根の建物の居住性をあげることはそれにじかに結びついている。一方

でそれは、建物に対する建築的対応であり、他方、それは所有者などをバックアップするシステム作

りとなるであろう。まちづくりはハードとともにソフトの面も重要性を有するからである。その意味で、の

こぎり屋根の所有者の連絡協議会の設立を進めていくことが重要であろう。調査でうかがっても、

所有者や使用者の中から、とくにご高齢のかたの場合にはその様相が強いが、こうしたさまざまな

問題に対応する仕組みが求められているからである。

　こうして、使い続けていくなかから、さまざまな知恵や工夫、方法が生みだされる。これからの桐生

をどのようにするか、という議論とともに、個々の問題に対処できるシステムをどうするかも論じられる

ことが重要といえよう。
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2.建築物としての可能性と限界
   （修復・転用等でノコギリ屋根工場が抱える建築的諸問題）

１．修復・転用の際に考えるべきノコギリ屋根工場の特徴

が変わってもその明るさの変化が少ない。これが織物の織りや色などを観る上で経済的な大切な

光だった。

２）一室の大きな空間

　工場であるから細かい壁がない大きな均一空間になっている。また床より梁上端までが約4ｍ程

度の空間である。

３）柱が少ない

　多くのノコギリ屋根工場内は３～４間（5.2ｍ～7.2ｍ）×３間（5.4ｍ）程にしか柱がない。非常に柱

の少ない空間である。従って融通性の高い空間ともいえる。

４）屋根裏が大きい

　ノコギリ屋根の形状から、水平な梁の上部に大きな屋根裏空間が生ずることになる。反面、暖冷

房を必要とする場合そこが冷暖房効率を阻害する事にもなる。

建築物の特徴

１）採光が北側の屋根面

　ほとんどが北側に設けられている採光屋

根はノコギリ屋根工場の大きな特徴である。

北側採光は直射光と違い、一日中変動の

少ない安定した明るさが得られる。また室

内の照度分布もほぼ均一である。また季節

根工場を修復・転用して再活用するためには、これらの特徴を知り、この特徴をできるだけ生かした

使い方をし、また足りない機能は付加し使いやすくしなければならない。そこでまず、このノコギリ屋

根工場を建築物観点・立地上の観点・維持管理の観点から眺めその特徴を考えてみる。

　そもそもノコギリ屋根工場の多くは織物工

場で他に撚糸工場や染色工場などであった。

そこでは機械が動きそれを管理する職人や

多くの女工さんたちが働いていた。それらの

仕事がスムーズに流れるために建築物とし

て様 な々工夫がなされていた。これらがノコ

ギリ屋根工場の特徴になる。このノコギリ屋
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である。しかし、それが結果として多くの谷を屋根面に作ることになり、雨漏りの大きな原因になって

いる。

８）夏暑く、冬寒い

　屋根面が薄く断熱性も無いため、太陽の熱がすぐ室内に伝わる、また屋根面から熱が逃げてし

まう。結果夏暑く、冬寒い空間になってしまう。

9）建築物が老朽化している

　桐生に残されている多くのノコギリ屋根工場の建設年代は、明治後期から建設されはじめ、昭

和10年代が一番多い。戦後でも昭和25年がピークで昭和45年頃からは新築数が極端に少なくなっ

ている。従って新しい工場でも35年は経過し、古い工場は100年以上も経っている。維持管理がさ

れしっかりした建築物もあるが、中にはかなり老朽化している建築物も多い。

立地上の特徴

１）敷地内に住宅等、他の建築物がある

　桐生の織物業での大きな特徴の一つに家内工業的な形態がある。従って住宅と密接な関係が

あり、住宅と工場が接している例が多い。これは敷地的に見て、工場とそこの住人との分離がされ

ていない事にもなっている。活用のために他人に貸すような場合、プライバシーの面で庭も含めて住

宅との切り離しが必要になる。

２）駐車場が少ない

　これからの活用では、駐車場の確保も充分考慮しなければならない。

３）周辺の状況との関係

　道路状態、敷地周辺の環境はこれから活用していく上で重要な問題である。それらをも考慮し

た活用計画にしなければならない。

維持管理上の特徴

１）常にメンテナンスが必要

は良くないようである。ただ、換気をよくするた

めに、北側の採光面を垂直にして開け閉め

が出来るように工夫した工場や屋根面に換

気塔をもうけている場合もある。

７）雨漏りが起きやすい

　この建築物の大きな特徴は、北側採光を

取り均一な光を得るためのノコギリ状の屋根

５）床

　床はコンクリートの場合や床を張ったものなど、そこでの仕事の内容により様々である。

６）通風は決して良くない

　大きな一室空間で外周壁に窓はあるが、多くの工場の屋根面の窓は開かないため、概して通風
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　建物の構造上雨漏りがしやすいため、常に屋根の谷部分の掃除等を行い雨漏りの原因になる

落ち葉や土等で谷が詰まらないようメンテナンスが必要になる。また、建設されてから年数が経って

いるため、屋根・外壁・建具まわりの補修も継続していかなければならない。

２．修復・転用する場合に発生する建築関連法規上の問題

　ノコギリ屋根工場を転用し新しい用途にした場合、用途や規模により様 な々法規上の規制がか

かる。これは多くの改装費用が必要になる場合も発生するし、場合によっては活用を断念せざるを

得ないこともある。ここでは、どのような場合に法的規制を受けるかを考察したい。尚、実際は個々の

建築物の用途や規模によって規制が異なるため専門家とよく相談して欲しい。

１）採光・換気の確保

　内部で作業や運動などを継続的に使う場合、その空間を使用する人たちの健康と快適性を確

保するために採光・換気を確保する開口部が必要になる。大きな一室空間を細分化し活用する場

合、採光は北側の窓から取るとしても、換気のための開口部を確保することは困難である。これを

解決するためには、空調設備をすることや中庭を作るなどの工夫が必要になる。　

２）排煙設備

　店舗や多くの人が集まった空間に火災が発生した場合、その煙を外に排出する装置（窓等）を

付ける必要がある。

３）内装制限

　火器を使う室、多くの人が集まる空間には、火災予防と避難経路の確保のために、室内や避難

の廊下等の使用材料を燃えにくい材料にする必要がある。現在のノコギリ屋根工場の内装の多く

は木材等であるため、これらの用途に改修する場合必要な壁・天井面を不燃材料等で覆う必要が

生じる。

４）耐火・準耐火建築物

　使う用途や規模そしてその建物が建っている地域により、建物をコンクリート造のように燃えづら

い耐火・準耐火建築物にする規制である。このような規制を受ける場合、外壁が大谷石やコンクリート

造・レンガ造以外の木造ノコギリ屋根工場は外壁や屋根の大改修が必要になるため不向きである。

５）敷地が４ｍ以上の道路に接すること

   建築物が建つ敷地は原則４ｍ以上の道路に２ｍ以上接しなければならない。現在４ｍ未満の道

路に接している敷地は、道路後退をしてその道路を４ｍ以上にする必要がある。また、その道路後

退部分に建築物がある場合はそれを撤去する必要もある。

６）敷地の独立

　工場が住宅と一体と考えられていた状況から、家内工業的な要素が無くなり独立した用途に転

用した場合、その工場の敷地を独立させ、その敷地が道路に２ｍ以上接する必要が生ずる。敷地

に余裕がない場合敷地を独立できない事になる。

７）火災報知設備・屋内消火栓等の消防法上の規制

　建物規模や用途によるが火災報知設備や屋内消火栓等の消防法上の設備が必要になる場
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えてみたい。　

１）工場・作業所

  そもそもノコギリ工場は、工場として成り立ってきたわけだから、何らかの工場や作業所として活用

されることが一番である。

２）アトリエ等の創作空間

　なんといっても北側の採光である。ものを創作するには安定した光が創造空間にあることが重要

である。また、梁下が４ｍ近くある大きい空間を確保できることがいい。ノコギリ屋根の屋根裏部で

は最高６ｍ程もある。よほど大きなものを創らない限りこの空間は魅力である。

３）ギャラリー・資料館・博物館など

　上記アトリエと同じ理由で芸術品等のギャラリーや資料館・博物館などに適している。

４）舞台稽古場等の練習場など

　明るさが一定した、一室の大きな空間は、舞台稽古等の練習場に適している。

５）運動施設

　この空間は広いためトレーニングジム、エアロビクスなどの運動する空間にも適している。

６）倉庫

　今すぐにでも活用できる用途が、倉庫である。広い内部空間は倉庫に適している。今回の調査

でも、倉庫として活用している例が多い。

７）店舗

　店舗としては、ノコギリ屋根工場の空間の魅力を生かした例が多くある。ヘアーメイクアッシュ、と

うふ・ゆば料理店など。この様にインテリアや外観を生かした店舗が多く生まれることが望まれる。

８）駐車場

　屋内駐車場に活用している例も多い、しかし車はガソリン等の燃料を積んでいる危険物である

ため、屋内駐車場にするためには、規模によるが内装制限、消火設備などの設備が科せられるの

で注意が必要である。

４．建築的諸問題を解決するためのサポート体制づくり

  このようにノコギリ屋根工場を再活用するためには多くの解決すべき問題がある。ノコギリ屋根工

場は桐生にとって大きな財産であるため、多くの諸問題を皆で共有し、解決していくためのサポート

づくりを急がねばならない。

合がある。

３．修復・転用に向いている建築物の用

途等

　１．２で考察してきたような結果から、ノコギリ

屋根工場の特徴が明らかになってきた。上

記の特徴をふまえ、ノコギリ屋根工場の再活

用に適する用途にどのようなものがあるか考
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建築物の修復・転用に関しては

　・転用者の紹介、斡旋また、それらに関する様 な々相談

　・修復・転用に関する設計者、施工者の紹介

　・　　　　〃        　設計費・工事費等の相談、支援等

　・維持管理に関する手法、資金支援等

が考えられる。ほかには、所有者の老齢化、後継者問題、建築物の権利関係等総合的に官民あ

わせて支援体制を早急に確立する必要がある。

　同時に「桐生の将来を語りそれの青写真を描く」ことも大変重要である。

　

-39-

KIRYU

都市再生
モデル調査事業

3.ノコギリ屋根工場から発信できるもの
   （ノコギリ屋根工場に関する情報のもつ意味と発信の方法）

　私たちは、市内に点在するノコギリ屋根工場とどう接してゆくべきなのだろうか。そして、この地域

においてノコギリ屋根工場はどんな存在なのだろうか。ノコギリ屋根工場を残すことの先にある、こ

の地域の生活とはどんなものなのだろうか。その上で、ノコギリ屋根工場が発信できるものを考えて

いきたい。

　―板戸を開けると、機械油の匂いが鼻先をかすめ、そこには、薄暗い雰囲気の中に重厚な機械

がひっそりと佇んでいる。所々歪んだ床を気にしながら歩くと、静けさで張りつめた空気に足音が響

き渡る。そして耳をすませば、リズムよく刻まれる織機の音が、記憶の奥の方から少しずつ蘇ってく

る―

　誰かに教わったわけではない。私たちの記憶の中に刻まれた音風景がそこに広がる。これは、桐

生という地に生まれ、桐生という地に育ったという証。織機の音、機械油の匂い、それらは私たちの

中に原体験として刷り込まれている。

　上毛カルタでは「桐生は日本の機どころ」と今でも読まれ続けているが、実際にはどうだろう？桐生

を日本の機どころとして、紹介できる人はどれくらいいるのだろう。これから数年後、気がついたとき

には、機どころであったという事実は、人々の記憶から徐 に々薄れてゆき、昔話の一つとして語り続

けられるのだろうか。

　この地域に点在するノコギリ屋根工場は、この地の歴史、文化、記憶、そのもの。私たちはこの地

域に育てられてきた。そして、この地域の産業や文化を育ててきた証が、現存する工場たちなので

ある。

　そして、この桐生という地にとっては、私たちは、次世代への繋ぎ役でしかない。過去にあったも

のを引き継ぎ、その恩恵を授かりながら生活し、さらに、未来へと繋ぐ。これから私たちがつくろうと

する街は、私たちの次の世代へと引き継がれるものなのである。

　では、私たちは、この地域にあるノコギリ屋根工場を、どう次世代へと残してゆくべきなのだろうか。

ただ残しても意味はない。残し方について議論すべきだし、議論の中から新しいアイデアも出てくる

のではないだろうか。そして何より大切なのは、その有効な残し方について考えるきっかけを、どう提

案するかだ。

　そこで、桐生市老人クラブ連合会とＮＰＯ法人桐生地域情報ネットワークが展開してきた「新あ

すへの遺産」プロジェクトを通して考えてみたい。

　私たちは、2002年から、桐生の歴史と織物職人の技術を伝え残す活動「新あすへの遺産」プロ

ジェクトを続けてきた。老壮青でチームを作って取材し、織物に携わった職人の家を訪ねてヒアリン

グし、その成果を『新あすへの遺産　桐生織物と撚糸用水車の記憶』（2002年３月発刊）、『新あ
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すへの遺産　桐生お召しと職人の系譜』（2003年3月発刊）としてまとめた。そして、私たちは、3年

目になる節目の事業として、これまでに取材した方 を々講師として招いた連続講演会『新あすへの

遺産　桐生の織物を伝え残す連続講演』を企画した。かつての織都の繁栄を支え、今も活躍す

る職人の技能を、聴衆の前で話していただき伝え残そうという試みだ。

　この事業を進めるにあたり、私たちが最も議論を重ねたのは、講師の選定でも、運営に関してでも

なかった。実は、会場をどこにするかということであった。過去の英知を現在に伝え、未来へとつな

げる。そんなテーマにあった場所としてどこを選ぶか。内容と同じくらいそのロケーションを重用視し

ていた。

　私たちが選んだのは、ノコギリ屋根工場だった。中でも新しい利活用の方法を提案する北川氏

の無鄰館と東京芸大の学生たちが再生させた桐生森芳工場は、是非とも使わせて頂きたい場所

であった。

　北川氏の建物は、戦後すぐに文化学院という総合芸術の学校が開かれていた建物のすぐ近く

にある。そこは、多くの桐生の著名人が通い、あらゆる芸術の発信の場として機能していた場所。

その歴史を汲みながら、芸術家の集える場所として機能している無鄰館は、過去、現在、そして未

来を見事繋ぎ合わせているように感じた。

　また、「父が残してくれた場所を大切にしたい」という個人の思いが、東京芸大の学生との出会

いをきっかけに、新しい装いと共に、新たな人々の集う場所として、見事再生された桐生森芳工場も、

織物のまち桐生の未来を重ね合わせられる場所だと確信できた。

　私たちが実際に行った講演では、以下に示す3つの工夫を施した。

　第一に、話をするだけでなく、実際に使っていた（使っている）道具や、それによって仕上げられた

実物も展示し、それらを見て触りながら話し聞く場をつくること。道具を手にして、「どう使ったのか」

を考え、現物があれば「どう作ったのか」を考えるきっかけづくりが目的である。

　第二に、講演の模様を、2～3台のビデオカメラで記録し、そこに資料写真や解説などを講演の進

行に合せて挿入させ、それらをすべてハードディスクに記録していることである。結果、会場は、講

演会＋博物館＋テレビスタジオというような景色となる。

　第三は、講演者、聴衆一人一人に、桐生の記憶を再構成できる場としたことである。聴衆の多く

は講師として登場する職人とほぼ同世代の人々。しかし、自分が関わっていた工程以外は、多くの

場合、ほとんど知らずにいたというのが実情である。織物の全工程やその仕事を知っていたのは、

機屋の番頭など、ほんのごくわずかな人たちだった。つまり、それぞれが持っていた記憶に幅や奥

行きを与え、より立体的に留められるよう意図している。同時に、分断されていた職人の関係から、

新しいネットワークを再構成させるきっかけにならないか、と考えていた。

　技術は人から人へ伝わるものだが、その流れが途絶えれば、技術は消える。多くの機屋が廃業

し、職人の高度な技を要求する仕事が激減する過程で技術の伝承も絶えた。『新あすへの遺産』

プロジェクトは、織物の町としての桐生の再生は、これからの十年にかかっているとの思いから進め

られている。そのために、今すべきことを二つのノコギリ屋根工場を中心に展開したのだ。

　私たちは、情報化を通した活動を行っているが、活動の目的は情報化を行うことではない。その
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先にある、この地域での生活を思い描き、その実現の為に情報化を一つの手段として選択してい

るにすぎない。

　単に建物を保存してもいずれそれらは負担になってしまうかもしれない。しかし、先の2つのノコギ

リ屋根工場は、個人の思いを実現する場として、利活用、再生できたのだ。そして、私たちは、その

姿に触発され、会場として使わせていただいた。聴衆の中には、「こういう場所でこういう話を聞け

るのは、桐生だからですね、私にも何かできるかしら」と声をかけてくれた方もいた。ノコギリ屋根工

場というハードに、新あすへの遺産というソフトを加えることで、私たちの伝え残したいという思いが、

その方にも伝わったのだと確信した。

　情報発信の方法はいくつもあり、シーンによって変化するだろう。しかし、その先にある目的は、共

有できる可能性を持っている。ノコギリ屋根工場にコンテンツが備わったとき、正しく情報発信の場

になり得る。そして今、桐生のノコギリ屋根工場の現状を知ることは、私たち一人一人が何かできな

いか？と考えられるきっかけを与えてくれるだろう。

　さらに、きっかけの良き手本である前述のノコギリ屋根工場の再生、利活用は個人が実現し、必

ず思いを共有してくれる方がいることもわかった。多くの方 と々情報を共有することは、共有できる

思いが得られるきっかけそのものではないだろうか。
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4.産業資源・文化資源としてノコギリ屋根工場を見る視点

コギリ屋根が日本一あるまち」は何にも代え

がたい大切な財産であり、まちづくりの重要

な資源になる。

（２）産業資源としての位置づけ（図２）

　産業は生産に従事する事業、すなわち社

会的な分業として行われるすべての経済活

動を言うが、ノコギリ屋根は物を生産するた

めの工場として建てられたものであり、当初

の目的もしくは他の業種でも工場として転用

されていれば、産業を支える資産になってい

げていけば線になるように、１棟では歴史的建造物もしくは産業遺産としてのみ捉えられてしまう。ノ

コギリ屋根も237棟という数が認識されれば、「桐生市＝ノコギリ屋根」になるのである。何よりも「ノ

　桐生の有用な資産として重要な位置づ

けを与えるためには、外側の景観、内側の

空間などノコギリ屋根のもつ要素を知り、多

角的に視点を変えれば、多くの活用目的が

生まれる。（図1）

　産業や文化は、人が進歩して造りだした

文明の所産であり、あるがままのものを使う・

見せる、工夫して使う・魅せるといった流れ

を造りだすことは可能である。そして、点も繋

（１）資源としての位置づけ

　桐生市を思い浮かべる時、山紫水明・自然豊かなまち、野球、パチンコ、織物のまちなど世代や関

わり方によって異なる。しかし、桐生の個性すなわち、他のまちにないものを考えた場合、それは歴史

的に象徴されるものに帰結する。桐生が江戸時代から現代に至るまで織都として栄え、日本の近

代化を支えた稀有な地方都市であること、そして、その富がもたらした歴史的景観や近代化遺産、

技術、市民性が時間の推移と共に醸成され、今、私たちが思い抱く桐生のイメージを形成している。

その中でも「ノコギリ屋根＝織物工場」は市民や市外の人達に最も分かりやすいものであり、市民

は愛着の念すら持つ。そこに最大の意義がある。

図2　ノコギリ屋根資産関連図

図1　ノコギリ屋根要素
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る。いわゆる第二次産業がこれにあたるが、この分野にも新たな可能性が存在する。桐生の工業

生産高（出荷額）のうち繊維工業製品が占める割合は7.7％ほど（平成14年現在）であるが、伝統

工芸品「桐生織」の技術は継承されており、そこから新たなブランドが生まれる工場として、さらに近

年では繊維の用途が衣料関係のみならず、携帯用のモニターなどIT産業にも使用されはじめてい

ることである。もし、材料があれば、織る技術の集積をもつ桐生市には明るい材料となる。そして、ノ

コギリ屋根が桐生ブランドのイメージ戦略に必要な要素となる。

　別の流れでは、美容院や飲食業など第三次産業にも使用され、好評を博していることであり、空

間としての利用が多種多様な産業のベースになると考える。

　最近注目されているものに観光産業・文化産業がある。この場合でもノコギリ屋根が持つ役割は

大きい。産業のみならず文化を含めた複合的な資産として考えねばならないことであるが、現役の

織物工場であっても、織物の工程を見せる、そこで織った織物を販売するといった動態保存の方

法で多くの可能性を持つ。

　また、織物参考館「紫」のようにすでに観光客を受け入れている施設もあり、景観や内部の活用

方法によりこの分野の将来性は高い。さらに、ノコギリ屋根工場を活用した多種多様な資料館が

作られ、ネットワーク化すれば総合博物館となる。

（３）文化資源としての位置づけ

　ノコギリ屋根は近代の工場形態を残す建築物であり、その工法や背景の歴史などから産業史・

建築史的に貴重な建造物である。特に近代化遺産という概念が提示されて以降、文化財としての

重要性も深まっている。

　ノコギリ屋根は景観を活用することで、建造物単体、工場全体、地区の風景などそのまま桐生市

の文化を示す資源となり得るが、内部の活用によってさらに文化を発信するものとなる。

　アトリエや短期的なギャラリーなどの芸術分野では新たな作品や情報が生まれ、資料館では織

物の歴史など伝達、幼稚園の園舎では児童の教育と形こそ違うが、そこが外（空間）・将来（時間）

への発信源になっている。

　つまり工場としての空間には多種多様の使用方法があり、そこに目的を付加することで、新たな

文化を生み出す母体、すなわち「文化の工場」になり得るものである。

　また、近年では旅の情報誌、まちづくり・建築などの専門誌、新聞・雑誌など紙の媒体、インターネッ

トのみならず、映像文化に伴うものとしてテレビや映画のロケ地などに使用されている。これは文化

産業としての側面もあるが、そこには違う目線から見たノコギリ屋根の魅力が伝わり、情報面での要

素になっている。

（４）資源から資産へ

　ノコギリ屋根は織都桐生が時間をかけて造り出し、残されてきた財産であり、所有者・利用者・来

訪者などの「人」、外観・内部・装置・製品などの「物」、光や音などの「風景」、歴史などの「文化」

の複合体である。そのため、自然とまち並みに調和し、桐生の原風景としてその景観が住環境や安
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心感といった人の暮らしにも影響を与える。

　そして、気が付きさえすれば、その魅力は汎日本的に広がる可能性も持っている。ノコギリ屋根を

単一的なものの見方ではなく、様 な々角度から光を当てることで、原料や材料としての「資源」から

桐生が誇るべき「資産」になるものである。

　以上述べてきたことを現実的なものにするためには、自治体の支援が不可欠な要素である。民

の力で成し得ることを積極的に推進することは勿論だが、官の力に頼らなければ出来ないことも明

らかにし、官民協働の組織づくりを考えなければならない。
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5.観光資源としてノコギリ屋根を見る視点

　全国各地の歴史的な街並みを観光資源とする都市に注目してみると門前町、武家町、宿場町、

商家町など江戸時代以前からの街並みが残る都市が圧倒的に多い。そのような中で近年注目さ

れているのが明治以降、日本の産業発展を支えてきた近代化遺産が残る街並みである。近代化

遺産を活かした有名な観光地というと小樽、函館、横浜、舞鶴、神戸、門司、長崎などが思い浮か

ぶ。これらは全て港町で、美しい洋風建築、赤レンガの倉庫群などを観光資源として活用し成功し

ている。全国には港湾施設以外にもたくさんの近代化遺産が残されているが、観光資源としての

活用はまだこれからで、それぞれが多くの可能性を秘めているのではないだろうか。

　桐生に数多く見られるノコギリ屋根も、そのひとつである。近年、ノコギリ屋根の近代化遺産とし

ての価値は、多くの人 に々認識されるようになってきた。また、桐生は工場として稼動するノコギリ屋

根が多いだけでなく、空き工場の活用という点でも進んでおり、卓球場、幼稚園、美容院、アトリエ、

飲食店など人々の工夫と努力により活用の幅を広げてきた。しかし、ノコギリ屋根を観光資源として

活用する事例は、織物参考館“紫”などを除くとまだあまり見られない。

　近年、桐生市では本町1、2丁目の古い街並みが注目されるとともに、天満宮の骨董市、買場紗綾

市、フリーマーケット、さらに有鄰館で各種イベントが行われていることで観光客が足を運ぶ地域と

なっている。しかし、古い街並みだけでなく、そこにノコギリ屋根の建物が溶け込んでいる風景こそ

が、他の街には見られない桐生の個性ではないだろうか。そこで、観光資源としても、古い街並みの

魅力に加え、ノコギリ屋根の建物を活用していくことで、他の観光地との差別化が図れるのではな

いだろうか。

　桐生には、倉敷紡績（現在アイビースクエア）や富岡製糸場のような町の観光シンボルとなりうる

ような大規模なノコギリ屋根はすでにないが、中小規模のノコギリ屋根が街の至る所で見られるの

が特徴である。その中で観光資源としての可能性が高いと思われるのが、本町1、2丁目の周辺に

あるノコギリ屋根の空き工場である。有鄰館のイベントや天満宮の骨董市などに加え、のこぎり屋根

の空き工場を、外観を見せるにとどまらず「食べる、遊ぶ、学ぶ、買う」といった観光客の要求を満た

す目的で建物内部も活用できれば、観光客の滞在時間がさらに増え、ノコギリ屋根や古い街並み

の印象もより深まるだろう。この地域で、ノコギリ屋根を観光資源として活用する成功事例が生まれ

れば、東、新宿、境野、広沢、川内といったノコギリ屋根が多く見られる他の地域にも活用が波及す

るのではないだろうか。
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6.行政の果たすべき役割

　ノコギリ屋根の保存・活用の主体となるのは、言うまでもなく人であり、組織や団体、活動などの形

態によって民間と行政に区分される。それぞれ目的や方法、立場が異なり、行政が果たすべき役割

も外因・内因により民間とは自ずと異なる。

ここでは、さまざまな角度から行政の役割を検証したい。

（１）制限される要因

　行政が公共機関であるが故に制限されることは多く、「良いこと」がそのまま施策に反映するもの

とは限らない。そこには広く公平性が求められるものであり、総合計画や財政状況などにより適切な

対応が必要となる。

　ノコギリ屋根は桐生市にとって貴重な文化遺産であるとともに経済・文化的な資源であるが、制

限される要因として本質的に「個人の資産」との位置づけに由来する。工場として稼動しているも

のはもちろんのこと、個人がもつ資産に対し、税金を投入することの困難さがある。

　また、行政が事業を実施する際にその根拠となるものが、法や条例である。建築物として見たと

きには「建築基準法」や「消防法」など特に二次的に活用する場合の制限が存在する。そして、残

すための方策としての減税や補助金などは、年々減少する税金等の自主財源（歳入予算の48.4

％・平成16年度）、三位一体改革による地方交付税等の減収など今後の財政状況が基準となり、

どこまで重点をおけるかは未知数と言える。

　何よりも問題となるのが、行政・民間に限らず、欧州のように「文化遺産は残すもの」という意識が

醸成されていないことであり、単に個人の財産として捉えられていることにある。市や個人に利益と

不利益が生じるが、大きく見れば同一市の中での話であり、この意識を正すことができれば制限さ

れる要因は減少する。

（２）行政の役割

　行政が民間と最も異なる点は、原則として事務の役割が法律・条例の範囲内で行われ、広く公

益のために事業を実施し、経済活動としての利益の追求ができないことにある。しかし、見方を変

えれば、そこにこそできる役割があると言える。市に関わる将来のビジョンを主体的に策定し、様 な々

分野の公平な目線からまちづくりを行い、法や条例を運用することが可能な立場にある。目的によっ

ては補助金や助成金、税金の減免といった経済的援助、豊富な人材による技術的・方法論的アド

バイスなど多くのことが可能になる。

　結論として、行政は民間のできないことを行うのが主たる役割であり、民間のサポートを並行して

実施することにある。それは有形・無形、有償・無償にわたり前項で挙げた制限を緩和、周知化す

ることであり、行政の役割が全うされることで活用の機運が高まる。

（３）法や条例による保護（桐生市）

　行政が直接的に主体となるのは、桐生市有鄰館や桐生市近代化遺産絹撚記念館のように建

物を買い取り、市有施設として活用すること、もしくは桐生織塾のように市が建物を借り受け、公共

目的において貸し出しすることが挙げられるが、これらの方法は用途制限や財政状況もあり、膨大

な数のノコギリ屋根を考えた場合自ずと限界がある。所有者の別を問わず、建物自体を残すには、

下表のとおり法や条例に基づく保護が挙げられる。これらは、一定の規制により保存するばかりで

なく、経費負担、減税等の根拠になるものであり、活用や改築の際に建築基準法や消防法などにも

一定の緩和を期待することができる。

 　文化財については、歴史的・学術的に重要なものとして国・県・市がそれぞれの基準で指定す

る「指定文化財」と平成８年の法改正により誕生した「登録文化財」がある。指定文化財は法や条

例により強い規制をかけ、建築時のデザインや技術、歴史などを永年に保存する目的を有している。

登録文化財は欧州型の外観保存を目的としたもので、建物内部の改造については届出義務もなく、

規制の比較的緩い制度である。このため、商売や工場など経済活動を進めながら残すことができ

る。近年では指定文化財についても文化庁の指導で、文化財は使いながら残すものとしての認識

が高まっている。ただし、単に大切だから、まちづくりに重要な建物だからといった曖昧な理由で文

化財に指定・登録されるものでない。そこには厳格な歴史的・学術的な価値が認められ、明確に残

す理由がなければならず、共有の財産として位置づけるため調査・研究、諮問等の時間が必要と

なる。

　都市景観では「都市景観重要建築物等」として指定し、保存する方法がある。

　これまでに適用例はないが、まちづくりの景観形成要素として重要な建造物であり、点のみなら

ず面として保護する視点をもつ。また、表にはないが平成16年６月に「景観法」が成立している。施

行令が制定されておらず、具体的な運用は今後に委ねなければならないが、群馬県や桐生市が景

観計画を策定し、景観地区や景観重要建造物を指定することができ、その計画策定の際には住

名　称 内　容 財政負担 根拠法・条例
重要文化財

県指定重要文化財

市指定重要文化財

（国）登録有形文化財

都市景観重要建築物等

建物全体を保存。時代性を考慮
し、解体、無断の変更の禁止等規
則が多い。それに伴い、届出義務
事項の義務化が課されている。

保存修理工事、維持管理費等の
一部負担、固定資産税の減免、相
続税の70%免除（国指定のみ）
等

文化財保護法

群馬県文化財保護条例

桐生市文化財保護条例

文化財保護法

桐生市都市景観条例

外観のみを保存。規則は緩く、外
観の4分の1以上の改変、所有者
の変更等届出義務は少ない。

保存修理工事に関わる設計監理
料のうち2分の1を補助。固定資
産税（家屋のみ）の減免、地価税
の2分の1を減免。相続税の
30%免除等。

景観保存を趣旨とする。建物の
改造、修繕、模様替え又は外観の
色彩の変更、所有権その他の権
利の移転に届出が必要。

技術的援助、助成金等

表　法や条例による保護一覧
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民やまちづくりＮＰＯが素案や変更案を提案可能という官民協働の可能性がある法律である。

　他の方策としては新たな条例の制定がある。規制緩和や税も含めた経済援助が求められるも

のであるが、現状と今後の見通しを充分に考慮しなければならない。この場合、都市計画部、文化

財を担当する教育委員会、商工業を振興する経済部局など目的により制定する担当部局は変わる

が、市としてノコギリ屋根の活用指針やまちづくりのガイドラインを統一的に持つべきである。また、議

会の議決を経る必要があることから、条例の制定に関しては行政・民間の別なく、市民それぞれが

相応の責任を負うものである。

（４）事業による支援

　上記以外に行政ができることに各種事業による支援がある。これまで桐生市がノコギリ屋根に

関して実施してきた事例として、平成３年度から15年度まで継続した工房推進協議会（経済部）に

よる「旧住善織物工場」の活用をはじめとして、市有施設での企画展やフォーラム・講座、各種事業

のＰＲなどの周知化事業、ファッションタウン事業への援助、市民団体への支援、今回の都市再生

事業を含む国・県の補助事業や委託事業の実施などがある。これらは、市の総合計画や各部局の

施策において位置づけられるが、ノコギリ屋根を包括的に保存・活用する目的を有しているわけで

はなかった。

　まずは、まちづくりのなかにノコギリ屋根を位置づけることであり、そこから新たな事業により直接・

間接を問わず、保存・活用を実施することである。

（５）将来に対する役割

　現在、群馬県では「旧官営富岡製糸場」を中心に県内の養蚕、製糸、織物等に関わる文化財

（産業遺産）をひとつのシステムとして結びつける世界遺産登録運動が進んでいる。桐生も織物産

地としてこのなかに繰り込まれる計画があるが、これも法や条例により建築物や景観が保護される

ことが前提となっている。ノコギリ屋根を保存活用して行くことは、まちづくりの夢や希望であると同

時に所有者や利用者、そして行政にとっては現実である。しかし行政でなければできないことは多

く、将来に繋がるまちづくりを実現するためには市全体での取り組みが不可欠である。長期的で確

固たる指針・計画を持ち、施策を実施する。そして市民と協働し、一方で支援する姿勢で臨むこと

こそが将来に対する役割と考える。

　行政とともに市民の認識が変わり、「ノコギリ屋根は残すもの・使うもの」となれば道は見える。何

故なら、まちづくりは、ひとづくりに帰結するからである。
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KIRYU

都市再生
モデル調査事業

7.民間の果たすべき役割

　ノコギリ屋根活用によるまちづくりのために民間は何をすべきか。

1.「ノコギリ屋根連絡協議会」の設立

（１）ノコギリ屋根はそのほとんどが民間の個人の所有であるため、所有者の理解を得ることが先決

　  となる。本調査の結果を見ると、何らかの形で活かしていきたいという考え方の所有者が80％

　  もいることが判明し、活用にはずみがついたところである。

（２）利用されていないノコギリ屋根の貸方と借方との仲介役をして機能する（不動産賃貸など）。

（３）法律相談・建築相談・税制相談等々の専門家を擁し、相談業務を行なう。

（４）現業者（繊維業）との連携。

2.桐生市織物協同組合（民間）との連携によるノコギリ屋根活用。

3.桐生観光協会（民間）との連携による観光産業への参入。

4.ファッションタウン桐生推進協議会（FT協）の重要性。

（１）都市再生モデル調査事業（FT協主管）を踏まえて全市的啓蒙運動に発展。

（２）桐生市第４次総合計画におけるFT協の役割の具現化。

（３）FT協各プロジェクトとの連携、特にユネスコ世界遺産研プロ、産業観光研プロ、近代化遺産研

　  プロ、わがまち風景賞プロ、情報NETプロ等 と々の連携。

（４）関連する大学や専門学校等との協調、協働。

5.商工会議所の役割

（１）FT協を始めとする民間団体の事務局としての機能は重大であり、商工会議所なくして進展し

　  ない。

（２）商工会議所の全国性によるネットワークの活用。

（３）民間ではやりたくてもできない、特区申請や条例づくり等積極的に提言していく母体となる。

6.「ノコギリ屋根連協」後援会の設立。

　ノコギリ屋根連協の資金援助を目的とする企業等の民間団体を組織化し、応援団づくりを行う。
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7.全国の関連地域や関連組織との連携。

（１）全国各地のノコギリ屋根所有者、デザイナー、アーティスト等並びにまちづくり団体との情報交

　  換、交流を通じて桐生の近代化遺産活用のカタチを作る。

（２）国際的な調査、研究を行ない、世界に通用するまちづくりを目指して活動する。

（３）特に本７項は、都市再生モデル調査事業の組織をそのまま活かした形で組織化するか。特別

　  プロジェクトを編成する。

8.その他

　民間はたくさんのことをフリーに考え行動することが可能であるが、民間なりの限界もあり、難しい

ところである。官民の連携が望ましいところであるが、それぞれの役割を充分活かした中で双方の

協力のもとに活動することを心掛けていきたい。

　桐生市行政の速効性のある協力を要望したい。現在は財政は期待できないので、制度・運用を

積極的に行動し、実行していただきたい。
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